
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

人口と世帯数 令和 6 年 9 月１日現在 

 世帯数 １１５ 

人口 

男 ９６人 

女 ６６人 

計 １６２人 

8 月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数 １９０人 

村民 ５３人 大人男 １０９人 

村外 １３７人 大人女 ６８人 

  こども  １３人 

8 月の交通実績 (カッコ内は外国人数) 

  船 ヘリコミューター 

来

島 
１１４人 (９人) ２３９人 (２人) 

出

島 
８９人 (４人) ２３３人 (３人) 

   
〒100-1701 東京都青ヶ島村無番地 青ヶ島村役場 総務課  
電話 ０４９９６－９－０１１１ FAX ０４９９６－９－０００１ 

休日・夜間救急 TEL04996-9-0123(青ヶ島診療所)※転送されます  

消防・防災   119 携帯電話から 119 または 090-8918－4042 

青ヶ島村メールアドレス  aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp 

             kankou@vill.aogashima.tokyo.jp 

 

 

青ヶ島村ホームページ  
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令和 5 年度一般会計決算 

令和 5 年度特別会計決算                    （単位：千円） 

  歳入 歳出 
国民健康保険事業特別会計 81,314  49,035  
国民健康保険事業診療特別会計 73,994  60,884  
介護保険事業特別会計 35,158  21,135  
介護サービス事業特別会計 534  0  
簡易水道事業特別会計 129,955  32,497  
合併処理浄化槽事業特別会計 76,466  11,867  
後期高齢者医療事業特別会計 8,609  2,042  
合計 406,030  177,460  

      

 
令和 6 年青ヶ島村議会第 3 回定例会議決一覧   ９月５日(木) 
議案第 29 号  原案可決  令和 5 年度青ヶ島村一般会計補正予算（第 8 号）について 
議案第 30 号  原案可決  青ヶ島村税条例の一部を改正する条例について 
議案第 31 号  原案可決  青ヶ島村税条例の一部を改正する条例について 
議案第 32 号  原案可決  青ヶ島村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 
議案第 33 号  原案可決  青ヶ島村乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について 
議案第 34 号  原案可決  高校生等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について 
議案第 35 号  原案可決  青ヶ島村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について 
議案第 36 号  同意      青ヶ島村教育委員会教育委員の選任について 
議案第 37 号  原案可決  令和 6 年度青ヶ島村一般会計補正予算（第 3 号）について 
議案第 38 号  原案可決  令和 6 年度青ヶ島村国民健康保険事業診療特別会計補正予算（第 2 号）について 
議案第 39 号  原案可決  令和 6 年度青ヶ島村介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）について 
議案第 40 号  原案可決  令和 5 年度青ヶ島村一般会計決算書 
議案第 41 号  原案可決  令和 5 年度青ヶ島村国民健康保険特別会計（事業勘定）決算書 
議案第 42 号  原案可決  令和 5 年度青ヶ島村国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）決算書 
議案第 43 号  原案可決  令和 5 年度青ヶ島村介護保険特別会計（保険事業勘定）決算書 
議案第 44 号  原案可決  令和 5 年度青ヶ島村介護サービス事業特別会計決算書 
議案第 45 号  原案可決  令和 5 年度青ヶ島村簡易水道事業特別会計決算書 
議案第 46 号  原案可決  令和 5 年度青ヶ島村合併処理浄化槽事業特別会計決算書 
議案第 47 号  原案可決  令和 5 年度青ヶ島村後期高齢者医療事業特別会計決算書 
報告第 1 号   承認      令和 5 年度青ヶ島村一般会計継続費の逓次繰越計算書について 
報告第 2 号   承認      令和 6 年度青ヶ島村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び 

評価（令和 5 年度分）報告書について 
報告第 3 号   承認      令和 5 年度決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足比率について 

令和 5年度一般会計決算は、歳入が 11 億 4,528 万 7 千円、歳出が 8億 7,058 万 1千円、歳入歳出差額
は、2億 7,470 万 6 千円で、うち翌年度繰越額は、4,650 万円となりました。 
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令和６年８月 

 

防災訓練にご参加ください 令和６年度青ヶ島村防災訓練 １０月６日（日） 

青ヶ島村防災訓練は、火山噴火を想定して迅速な避難や防災機関相互の連携を軸に実施します。 

災害の際は自助・共助による行動が求められます。防災訓練参加に合わせて避難経路や災害備蓄、 

家族間の連絡方法等を確認し防災意識の向上にお役立てください。 

当日は防災無線を確認の上、避難訓練に参加してください。 

【避難場所】 ・休戸郷方面の方は村役場  ・西郷方面の方はヘリポート 

消防団の誘導に従い、徒歩で避難してください。車両での避難はご遠慮ください。 

          （庶務民生係） 
 
 

 
令和６年度 青ヶ島村教育委員会第５回定例会 ８月３０日（金）  次回開催予定：９月２６日（木） 

報告第 12 号 承認 島しょ教員公募説明会の状況について 

報告第 13 号 承認 第２回島しょ町村教育委員会教育長協議会の状況について 

報告第 14 号 承認 八丈地区教科用図書(中学校)採択協議会の結果について 

議案第 7 号 可決 二十歳を祝う会の実施について 

議案第 8 号 可決 青ヶ島村指定文化財の指定について 
議案第 9 号 可決 文化財ウィーク特別企画について 

 
  
令和６年度 青ヶ島診療所 インフルエンザ予防接種  

申込受付期間  9 月１７日（火）～24 日（月）午後 5 時     

接種希望の方は必ず期間内に村役場で申し込んでくださ

い 

日程  第 1 回 10 月 8 日(火), 9 日(水)   

第 2 回 11 月 6 日(水) 主に小児の 2 回目 

接種対象、回数   2 回接種 生後６カ月～１３歳未満  

 1 回接種 13 歳以上 

 
愛らんどフェア 2024（秋） 
開催のお知らせ 有楽町駅前広場 
 
9 月 27 日(金) 午後 3 時〜8 時 
9 月 28 日(土) 午前 11 時〜午後 7 時 
 
東京都島しょ町村、福島県の観光 PR、物産展 

です。ぜひお越しください。 

都立図書貸出サービス 
村立図書館にない本は、都立図書館の本を借りることができます。 
ひとり 5 点まで、貸出期間は 3 週間。費用はかかりません。 
（教育委員会） 

村 長 

公 務 
８月 19 日（月） 東京都市町村林野振興対策協議会 臨時総会（web） 

８月 29 日（木） 来客 芝税務署長  

 

8 月の図書館

開館日数 20 日

来館者数 33 名 （大人 28 小中学生 3 未就学児 2 ）

貸出数 6 冊 （一般 2 児童・絵本 4 ビデオ・DVD 0 ）

都立協力貸出 8 冊

開館時間 
平日 午前８時３０分 

～午後５時１５分 
（正午～午後１時休） 
休館日      

 土・日・祝 
 

佐々木 祐治議員のご逝去を悼み、心からご冥福をお祈りいたします。 

 青ヶ島村役場 

 青ヶ島村議会 一同 
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青ヶ島村は、豊かな自然・歴史的環境に恵まれており、地域の歴史や文化を伝える多くの文化財が残さ

れています。これらの多くの文化財を村民の宝とし、後世に伝えるため、村の文化財として指定していま

す。今回、文化財保護審議会において、村指定文化財に指定すべきとの答申があったものについて、新た

に文化財指定しました。指定された文化財２件を紹介します。      （青ヶ島村教育委員会） 

天然記念物 青ヶ島のオオタニワタリ 

 オオタニワタリは、伊豆諸島、小笠原諸島、紀伊半島、

九州、南西諸島に自生する常緑性シダ植物です。やや湿っ

た山林中の木の幹や岩の上に着生する植物で、葉は大きい

もので長さ１ｍ以上、幅は１５㎝に達し、下面には鱗片を

付け、古くなると脱落します。 

 かつては山野に多数自生していましたが、山林の伐採や

乱獲のため全国的に減少し、環境省のレッドリストでは絶

滅危惧（Ⅱ類）とされています。 

 野生のオオタニワタリが減少している中、青ヶ島では、

多く自生していて、群生地も多く、さらに見栄えが良く大

きな個体の数も多いです。通常、樹上で成長することが多いのですが、青ヶ島の場合、溶岩上の低い位置

にも群生しており、他に類を見ません。これは、青ヶ島の池之沢は外輪山に囲まれて、島特有の強風を遮

ることができたからです。 

 また、古くから食用とする習慣がないため、新芽が取られ成長が阻害されることもありませんでした。

オオタニワタリの葉は、青ヶ島の特産物の焼酎の自然麹を起こす作業で利用されています。そこでは、な

るべく外側の古い葉を選んだり、同じ株から切らないようにしたりと採取方法は持続可能な形で工夫さ

れており、文化面・産業面から見ても重要な植物です。 

 池之沢の森の中でオオタニワタリが群生する光景は、自然と共にある島の暮らしの中で植物が生かさ

れ大切にされてきた証です。 

 青ヶ島では、自生する場所が個体に近づきやすい距離にあり、興味本位で採取されたり商用目的で乱

獲されたりする危険性が高く、今後、観光客等の増加も考えられる中で、自然環境保全の観点から適切に

保護する必要があります。 

 青ヶ島のオオタニワタリは、村にとって学術上特に価値の高いものであり、条例等で規制がなく、保護

上問題が生じることも考えられ、人口減少によって、価値

の継承も危ぶまれています。また、その存在は村民の郷土

に対する認識を高めるとともに、自然理解の向上に貢献す

るものです。 

 指定するにあたって、私有地等での伐採を禁じるもので

はありません。これまで通り、青ヶ島のオオタニワタリを

皆さんで大切にしていきましょう。 

青ヶ島村指定文化財が新たに２件決まりました 

 焼酎造りで使われるオオタニワタリ 
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 有形文化財（古文書） 旧名主・佐々木家文書 

 「旧名主・佐々木家文書」は、佐々木次郎太夫の末裔であ

る佐々木家に所蔵された３冊の史料「青ヶ島諸覚」「八丈島

小島青ヶ島年代記」「青ヶ島大概帳」の総称です。この文書

は、所有者から青ヶ島村教育委員会に寄贈されたものです。

資料の補修や表紙の装丁は『青ヶ島島史』の著者である小

林亥一氏の尽力によるものです。 

 ①「青ヶ島諸覚」（あおがしましょおぼえ） 

 この「青ヶ島諸覚」には、宝暦９（1759）年２月から天保１１（1840）年３月までの記録が収めら

れています。その内容は、青ヶ島から八丈島役所へ差し出した諸届、願書その他の控です。この史料は、

八丈島役所に保管されていた「控」を写したものであり、青ヶ島の還住の歴史が記された青ヶ島唯一の史

料です。江戸後期の噴火の実態と、災害から復興までを克明に記録したものであり、災害とそこからの復

興を考える上で、一離島の経験にとどまらず、日本全体で共有すべき文献であり、現代的な意味も大きい

です。災害史や復興史においても重要です。 

 ②「八丈島小島青ヶ島年代記」（はちじょうじまこじまあおがしまねんだいき） 

 「八丈島小島青ヶ島年代記」は数種確認されており、本史料は旧名主・佐々木家に伝わる写本であるた

め「青ヶ島本」と通称されています。内容は１５世紀半ばから、１９世紀半ばまでの約４００年にわたる

八丈島、八丈小島、青ヶ島の断片的歴史が書かれたものです。内容の過半は、天災による地震・津波・風

水害・噴火・漂流・飢饉などの記事で、あとの約半分は、人災による疫病、流人・貢税などの他にそのつ

どそれらの天災・人災に対処してきた島人達の功罪を粉飾を加えずに記載しています。「青ヶ島本」は他

のものに比べて記述が正確で、記載量も多いため、八丈島、八丈小島、青ヶ島３島の歴史の概要を知るに

は、まとまった文献といわれています。また、離島の有する高いレジリエンスを確認することができる史

料として、今日的な意味も大きいです。 

③「青ヶ島大概帳」（あおがしまたいがいちょう） 

 表紙に「青ヶ島大概帳」と記された「反別帳」（土地の所有者、所在地、面積、年貢の額等の台帳）で

す。これにより、記録された時点での青ヶ島の生産力の規模を推定することができます。この史料の作成

年は記されていないが、記述されている内容から、「天明の別れ」（天明５（１７８５）年）以前の土地の

記録と考えられます。中央から遠く離れた地域にまで幕府の支配がしっかりと及んでいたことを示すも

のであり、江戸期の地方行政を理解する上でも重要な史料と考えられます。 

 以上の３冊の古文書は、村の歴史を調べるうえで欠かせないものであり、この先保存し活用する必要

のある、村にとって学術上価値の高いものです。 

 １１月に行われる文化財ウィークで、公開いたします。ぜひ、ご覧ください。 
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 数字でふりかえる 

 

163 名 

《8 月 10 日 来場者数 (事務局調べ)》 

今回は天気に恵まれ、船も安定して就航。天候に気をもむことなく無事 5 年ぶりの開催となりま

した。帰省した若者や、島の OB、久々に顔を合わせる面々と、話が弾む光景は牛祭りならではです。 

 

 
360 発 

 

《8 月 9 日 前夜祭の花火の打ち上げ数》 

風向きが北東、雲はやや低めでしたが、牛祭り会場や学校の校庭で、きれいな花火を観ることが

できました。花火師さんが、「子供たちの大歓声が打上げ場所のヘリポートまで聞こえてきて、 

とても嬉しかった」と言っていました。暑い中警備と後片付けに活躍された消防団のみなさま、お

つかれさまでした。今年も事故なく花火を楽しむことができました。 

2 名 

《力自慢(力石)成功者》 

子ども石で 2 人の成功認定。島の元気っ子たちには少し軽かったでしょうか？ 

元来男性たちの力自慢だったようですが、今ではサイズの違う玉石を準備して老若男女が挑戦し

ます。90 キロ超えといわれる男石をほぼ肩まで担ぎあげた猛者には会場からひときわ大きな拍

手がおこりました。   

 《会場に並んだ露店の数》 

毎年おなじみの青年団の焼きそばをはじめ、お好み焼き、かき氷にわたあめ、ビール、手作り小

物、等々ほかにも多くの夏祭りらしいメニューが並びました。 

出店者の皆さん暑い中ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

《牛Ｔデザイン応募数》 

多くの力作のご応募、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。 

（青ヶ島の牛は乳用種ではなく肉用の黒毛和種です。牛を描く際はご注意下さい。） 

今年の牛 T、残り少なくなっていますが、十一屋酒店さんで購入できます。 

30 人 

24 点   

 11 店 

《品評会 花卉園芸部門 切り葉出品数》 

体育館武道場で行われる品評会に青ヶ島の産品のひとつである「切葉」の部門があります。

ロべ、キキョウラン、レザーファン、タニワタリなど 26 点、八丈島から 3 名の審査員が来

島して審査を行いました。 

 

26 点 

《女腕相撲出場者数》 

毎年注目度の高いプログラム。帰省中の高校生からベテラン勢まで 30 人の熱い戦いが繰り広

げられました。幕間の「○○対決」も盛り上がりました。 

17 頭 

《現在島に暮らす牛の数》 

牛祭り当日、武道場の前で行った有志による牛と牛祭りの展示はご覧頂けたでしょうか？ 

牛の数は年々減少し、現在の１７頭は母牛（繁殖牛）の数で、このほかに子牛が何頭かいます。 

牛祭りの主役だった牛たち。共進会の実施がなくなり、会場に集う牛の姿は見ることができません

でしたが、各農家で大切に育てられています。 

《駆除したカナブン、カミキリムシの総数》  

保育園児から大人まで、参加者６名での捕獲総数です。

 

4,043 

匹 

(牛まつり実行委員会) 
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税金に係る各種手続きについて    

 

【国民健康保険税】 
青ヶ島村の国民健康保険に加入するときのほか、「社保に加入」「転出する」等の理由で国保の資格 

    を喪失する場合は、村役場で届出が必要です。また国保の資格を喪失した際は速やかに保険証を返却 
してください。 
【個人住民税】 
  就職や退職などで「特別徴収から普通徴収」「普通徴収から特別徴収」に切り替える場合は、 
特別徴収義務者による届出が必要です。 
【軽自動車税】 
  原付、小型特殊の登録、廃止等の申請は、村役場で手続きをしてください。 
【固定資産税】 
  相続や売買等による所有者変更、地目の変更、土地の分筆・合筆、家屋の新築・増築・滅失等は、 
法務局で登記をしてください。固定資産の所有者が亡くなられた場合は、相続が完了するまでの 
現所有者代表者を村役場へ届け出てください。 
---------------------------------------------------------------------------- 
税金・保険料及び各種料金の納付は、口座振替をお勧めします。手続きの際は郵便局に通帳と印鑑を 
お持ちください。 
【青ヶ島村で郵貯口座からの口座振替ができるもの】 
     軽自動車税、個人住民税、国民健康保険税、固定資産税、介護保険料、後期保険料 
     水道・浄化槽料金、診療費、住宅使用料、保冷施設利用料、給食費、保育関連費 
     船舶貨物運賃、農業機械等使用料、家畜飼料・肥料代金、テレビ組合会費      （企画財政係） 

 
 

東京都最低賃金改正のお知らせ 
東京都最低賃金（地域別最低賃金）は令和６年１０月１日から 時間額１，１６３円に改正されます。 

  ※ 都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者 

（都内の事業場に派遣中の労働者を含む）に適用されます。 

※ 最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制度を設けています。 

   東京労働局労働基準部賃金課（TEL 03-3512-1614（直通)) 東京働き方改革推進支援センター（TEL 0120-232-865） 

〜業務改善助成金について〜   令和６年度業務改善助成金コールセンター（TEL 0120-366-440） 
 
 
東京都シルバーパスのお知らせ－10 月～翌年3 月・新規購入者用－ 

 満７０歳以上の都民の方は、申込みにより都内民営バス・都営交通（日暮里・舎人ライナーを含む）等が利用 

できる「東京都シルバーパス」が購入できます。 

○パスの有効期限   発行日から令和７年９月３０日まで 
○対象者    都内に住所登録されている満７０歳以上の方（寝たきりの方を除く） 満７０歳になる月の初日から申込可 
○費用      ①令和６年度住民税が「課税」の方で、③以外の方 20,510 円 

             ②令和６年度住民税が「非課税」の方 1,000 円 
             ③令和６年度住民税が「課税」で、令和５年の税法上の合計所得金額が 135 万円以下の方 1,000 円 
〇必要書類       本人確認書類、令和６年度介護保険料納入（決定）通知書、課税証明他 
※有効期限が令和６年９月３０日のパスをお持ちの方で、まだ更新手続がお済みでない方は 

最寄りのシルバーパス発行窓口でお手続きください。 
東京バス協会シルバーパス専用電話 ０３（５３０８）６９５０（土日祝を除く、午前９時から午後５時まで） 

 
公証週間  10 月 1 日～7 日   〜未来への約束を公正証書が守ります〜    ◆特設電話番号 ： 03-3502-8239 

東京公証人会では、公証週間中、特設電話を設置して、公正証書遺言や 任意後見契約の作成等の公証事務に関する

無料電話相談を実施します。土曜と日曜も対応します。受付時間：午前 9 時 30 分〜正午 午後 1 時〜4 時 30 分  

 （東京法務局 東京公証人会） 
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意見箱は役場玄関・おじゃれセンター１階・保育園に設置 
しています。 村ではいただいたご意見を、関係職員の職務 
や各事業の村政運営に反映するようつとめています。 
無記名のご意見については回答できない場合があります。 

 
 

「こころ」をまもる！！「いのち」をまもる！！ 
 

自身のこころの変化に気づいていますか？ 
 

眠れない     食欲が出ない   疲れがとれない など、いつもと違う不調を感じることや、 
 
                                                  仕事               学校 
                                                           家族 
 
 

 
学校や仕事、家庭のことなどで悩みや不安に思うことはありませんか？ 
こんなときは一人で抱え込まず、誰かに話してみてください。 
身近な人と話すほか電話や SNS などさまざまな相談方法があります。 
保健師は来島時、「こころとからだの健康相談」を行っています。 

 
大切な人、周囲の人のこころの変化に気づいていますか？ 

身近な人が、「いつもと違う」様子ということはありませんか？ 
元気がない、疲れた顔をしている、口数が減った、ため息が目立つ、食事量が減ったなど・・・・ 
「いつもと違う」様子に気づいたら、勇気を出して声をかけてみてください。 
まずは、「どうしたの？」「眠れてる？」 こころの相談を勧めてみてください。 

 
身近な人には相談しづらい、どこに相談すればいいかわからない、というときには 
保健師にご相談ください。「こころとからだの健康相談」のほか相談窓口の情報提供もしています。 
まずは、話してみませんか？ 
10 月には都立精神保健福祉センターの精神科医による「こころの健康相談」もあります。 

 
 

こころの健康相談のご案内      日時：１０月１０日（木） 午後１時から午後５時 
東京都立精神保健福祉センターの精神科医が来島し、こころの健康相談を行います。 
担当：東京都立精神保健福祉センター 石黒 雅浩（精神科医師） 

◎ご本人、ご家族の方、支援者の方、どなたでも相談をすることができます。 
◎「最近よく眠れない」「気分がふさぎ込んでしまう」「ひきこもっている家族のことが心配」 

「お酒がやめられない」 
日ごろ悩んでいることをお気軽にご相談ください。相談内容の秘密は厳守します。 

◎相談は事前予約制です。できるだけ前日までに東京都島しょ保健所八丈出張所にお申し込みください。 
◎外出が困難、ほかの時間帯の相談のご希望など、事情のある方はご連絡ください。 
◎交通状況、天候等により中止することがございます。あらかじめご了承ください。   

 
＜予約・問い合わせ＞ 東京都島しょ保健所八丈出張所 保健指導担当 臼井、佐藤 04996-2-1291 
 

 
令和 6 年度後期入園児の募集 
  青ヶ島村保育園後期入園申請の受付をおこないます。 

入園を希望される方は、9 月 24 日（火）までに村役場で申請をしてください。 
  対象：本年 10 月 1 日現在、就学前２歳６カ月* から５歳までのお子さん 
       *令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 年４月１日の間に３歳到達           (庶務民生係) 

簡易水道 

令和 6 年 9 月１日現在 

貯水率７５.６％ 

～ 水をたいせつに ～ 
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おじゃれセンター入口に「今月のおじゃれセンター予定表」を掲示しています 
 
転倒骨折予防教室 

毎週火曜日   午前 10 時〜 

介護予防・健康増進のための 

体操教室です。 

おじゃれセンター2 階 

参加申込は介護担当にお問い合わせください。 

定期予防接種  

対象者（保護者）の方に定期予防接種のお知らせを

発送しました。 

接種時期等を確認し、診療所で接種予約をして 

ください。（予約後ワクチンを発注します。） 

乳幼児健診 

個別にご案内を送付します。 

ご不明点は保健師、保健担当 

にお問い合わせください。 

 
〜保健師はみなさんのこころとからだの健康を 

サポートするのが仕事です〜 

保健師来島  

次回来島は 10 月 7 日～11 日まで 

来島中は役場、おじゃれセンターなどで 

仕事をしています。気軽にお声がけください。 

こころとからだの健康相談（住民健康相談）  

ご自身のこと、ご家族のこころや身体の気になること、 

子育ての悩みなど、まずはお話ししてみませんか。 

「相談」と身構えず気軽にお声がけください。 

話された内容については外にもらすことはありません。 

安心してお話しください。（保健師来島中随時） 

一般健康相談（電話相談） 

島しょ保健所八丈出張所では、保健師による 

健康相談を随時行っています。  

平日 午前９時～午後５時   電話 04996-２-１２９１ 

                  
 

児童巡回相談 のご案内 

東京都児童相談センターから児童福祉司・児童心理司が来島し「児童巡回相談」を実施します。 
相談内容: お子さんに関するしつけ、成長・発達、性格・行動、教育、非行など 

   日時： 10 月１日（火） 
   個別の相談をご希望の方は 村役場(児童福祉担当) あてにご連絡ください。               (庶務民生係)   

 

  眼科専門診療 予約制 専門医が来島します 

９月 30 日(月)・１０月１日(火)   

東京医科大学病院 

受診予約 診療所（04996-9-0123） 

歯科診療 予約制 
①   9 月 14 日（土）～18 日（水）  岩瀬医師   

②  10 月 26 日（土）～30 日（水）  田村医師 

午前 9 時～正午  午後 2 時～午後 5 時         

診療所歯科診療室   

(予約)診療期間外＝村役場    

診療期間中＝歯科診療室 04996-9-0124 

 
診療所の受診は予約制です  

 ０４９９６－９－０１２３   夜間・休日もこちらに 
午前９時～午後 1 時 一般外来  午後２時～午後５時 往診・小手術・時間のかかる検査・会議等 
救急、定期受診、時間帯にかかわらず受診の際は、まず電話でご連絡ください。 

  発熱、のどの痛みなどの症状がある方は必ず予約の際にお伝えください。 
夜間や休診日に緊急の受診をしたいとき 

同じ番号にかけてください。4-5 コール後に電話が転送されます。少しの間お待ちください。 

9/27(金) ・10/11(金) 午前 10：30〜11：50  

未就園のお子さんと保護者のための保育園開放です(保育園) 
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9/15 ～ 10/15

船 サウナ 図書館

9月15日 日 / 休館

9月16日 月 敬老の日 休館

9月17日 火

9月18日 水 休館

9月19日 木 /
9月20日 金

9月21日 土 休館

9月22日 日 秋分の日 / 休館

9月23日 月 休館

9月24日 火

9月25日 水 / 休館

9月26日 木 /
9月27日 金

9月28日 土 休館

9月29日 日 / 休館

9月30日 月

10月1日 火

10月2日 水 休館

10月3日 木 /
10月4日 金

10月5日 土 休館

10月6日 日 防災訓練 休館

10月7日 月

10月8日 火

10月9日 水 / 休館

10月10日 木 消防団教育訓練 /
10月11日 金

10月12日 土 休館

10月13日 日 / 休館

10月14日 月 スポーツの日 休館

10月15日 火

月分家畜飼料（えさ）申込は10月1日(火)まで

(令和6年9月) 3,130円 3,200円

(令和6年9月) 1,570円 1,600円

(令和6年9月) 2,040円 2,080円

(令和6年9月) 1,030円 1,040円

転倒骨折予防教室

交流会

脳の健康教室

補聴器を知ろう

補聴器を知ろう

転倒骨折予防教室

脳の健康教室/老人クラブ

  転倒骨折予防教室

転倒骨折予防教室

脳の健康教室/老人クラブ

青ヶ島サロン

脳の健康教室/社協配食

体力測定会

村役場　TEL04996-9-0111   教育委員会　TEL04996-9-0201
休日・夜間救急　TEL04996-9-0123(青ヶ島診療所)※転送されます
消防・防災 119　携帯電話から119または
                          090-8918－4042/090-9686-6417

包括・社協

転倒骨折予防教室

診療所

歯科診療

歯科診療

歯科診療

大人片道（島民割） (令和6年10月)

(令和6年10月)小人片道（島民割）

　◇役場窓口の注文用紙でお申込みください。
　◇入荷当日に引き取り、表へのチェックをしてください。村では放置された飼料の管理はしていません。

くろしお丸　伊豆諸島開発(株)     当日運航状況は　船の案内ダイヤルTEL04996-9-0033
・燃料油価格変動調整金設定のため青ヶ島～八丈島間航路の乗船運賃が変動します。
・東京～八丈島～青ヶ島間の貨物運賃も 併せて変動します｡

　小人片道 (令和6年10月)

歯科診療

(インフル予防接種申込〆切）

眼科専門診療

眼科専門診療

インフルエンザ予防接種

インフルエンザ予防接種

　大人片道 (令和6年10月)

10

都精神巡回相談

児童巡回相談
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